
 

中野四丁目新北口駅前地区令和５年度建物算定・補償説明等業務 

特記仕様書 

 

（目的） 

第１条 本業務は、東京都市計画事業中野四丁目新北口駅前土地区画整理事業の施行において、建

物の調査内容の点検・調製検証、建物の移転に係る算定及び権利者への補償説明等を行う業務で

ある。 

 

（各仕様書等の適用） 

第２条 本業務は本特記仕様書の他、本特記仕様書に定めのない事項については、補償業務共通仕

様書に基づき実施するものとする。 

 

（業務の内容） 

第３条 業務内容は、以下のとおりとする。（内訳詳細は別表参照） 

 
業 務 内 容 単  位 数 量 備     考 

 

 打合せ協議 業務 1 中間打合せ 3回  

 調査内容点検・調製（非木造建物） 棟 1   

 調査内容点検・調製（附帯工作物） 戸 １ 敷地内庭木を含む。  

 非木造建物（算定） 棟 1   

 附帯工作物（算定） 戸 1 敷地内庭木を含む。  

 現地踏査 業務 1   

 概況ヒアリング 権利者 2   

 補償説明資料の作成 権利者 2   

 補償説明 権利者 2   

 消費税等の調査 権利者 2 営業調査不要  

 

（成果品） 

第４条 成果品は以下のとおりとする。 

（１） 点検報告書                            ・・・１部 

（２） 点検・調製確認完了報告書                    ・・・１部 

（３） 算定書                             ・・・正副各１部 

（４） 打合せ記録簿・業務週報                     ・・・１部 

（５） 電子データ、その他監督員の指示するもの             ・・・１部 

（６） 対応計画／補償説明資料（補償業務共通仕様書 74 条に規定）     ・・・１部 

（７） 補償説明記録簿                         ・・・１部 

（８） 対応記録簿                           ・・・１部 

（９） 契約書及び契約関係書類案（請求書、委任状〔委任行為がある場合〕） ・・・１部 

（10）補償金算定チェックシート                    ・・・１部 



 

２ 前項の成果品として納品する写真については、カラーフィルムを使用して撮影した写真のほか、

デジタルカメラ対応改ざん防止メディアを使用して撮影した写真も認めるものとする。 

  なお、デジタルカメラ対応改ざん防止メディアを使用して撮影した写真を納品する場合、撮影

は有効画素数 100 万画素以上で行うものとし、写真はデジタルカメラ用の写真用紙（印画紙タイ

プ）にカラーサービス判で焼付したものとする。また、撮影に使用したデジタルカメラ対応改ざ

ん防止メディアも、当該メディアで撮影した権利者の氏名・物件等を明示したものと併せて納品

するものとする。 

 

（成果品の一部提出等） 

第５条 受注者は、契約書第 21 条第３項又は第４項の規定による引渡し前においても、監督員が

成果品の一部の提出を求めたときは、これに応ずるものとする。 

２ 受注者は、前項で提出した成果品について監督員が審査を行うときは、監督員の求めに応じて

現場代理人を立ち会わせるものとする。 

 

（下請負等） 

第６条 契約書第４条第１項に規定する「主体的部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注

者はこれを下請負等することはできない。 

一 本業務における総合的企画、業務遂行管理、補償額算定、補償説明等の手法の決定及び技術

的判断等 

二 補償業務共通仕様書第73条から第79条までに掲げる業務 

２ 受注者は、ワープロ、コピー、印刷、製本、トレース、資料の配布・収集、単純なデータの集

計及び単純な電算処理による計算作業の業務を下請負等するに当たっては、発注者の承諾を要さ

ない。 

３ 受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外を下請負等するに当たっては、発注者の承諾

を得なければならない。 

４ 受注者は、前項に規定する業務を下請負等する場合、書面により下請負等する者との契約関係

を明確にしておくとともに、下請負等する者に対し下請負等する業務の実施について適切な指導、

管理を行い、本業務を実施しなければならない。 

なお、下請負等する者が当機構の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、

指名停止期間であってはならない。 

 

（業務の履行期間） 

第７条 本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和６年７月 31 日とする。 

 

（業務カルテの登録） 

第８条 受注者は、契約時、変更時及び完了時において契約金額（税込）100 万円以上の業務につ

いて、測量調査設計業務実績情報サービス（ＴＥＣＲＩＳ）に基づき業務実績情報として「業務

実績データ」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、契約時は、契約後 10 日以内（土曜日、日

曜日、祝日を含まない。以下同じ）に、登録内容の変更時は変更があった日から 10日以内に、



 

完了時は業務完了後 10日以内に、また、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない。 

また、登録機関から｢登録完了のお知らせ｣として、「登録内容確認書」が発行され、受注者が

それを入手した際は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完了

時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 

なお、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。 

 

（業務成績評定） 

第９条 本業務は業務成績評定対象業務であり、業務完了後業務成績評定点を通知する。付与した

業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。 

 

（守秘義務） 

第 10 条 受注者は、業務上知り得た事項は、一切外部に漏らしてはいけない。ただし、書面によ

り当機構の承諾を得た場合は、この限りではない。 

 

（暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について） 

第 11 条 請負者は、業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は工事（業務）妨害（以

下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があ

った時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

２ 前項により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内

容を記載した文書により発注者に報告すること。 

３ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、

発注者と協議を行うこと。 

 

（重要な情報等の取扱い） 

第 12 条 受注者は、重要な情報及び個人情報を含む文書は、原則機構事務所内で取扱うこととす

る。また、権利者説明等やむをえず当該文書を持ち出す場合の取扱いについては、次のとおりと

する。 

① 機構からの貸与品については、補償業務共通仕様書第７条１項の定めに従い借用のうえ、事

務所から移送することとし、管理は鍵付きのキャビネット等に収納することを基本とし、確実

に施錠することとする。 

② 機構への返納については、業務終了後、補償業務共通仕様書様式業第７条２項の定めに従い、

速やかに機構事務所の従事者へ移送し、確認を得ることとする。 

 

（業務環境の改善） 

第 13条 本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するも

のとする。 

ウィークリースタンスの実施にあたっては、ウィークリースタンス実施要領（別添）に基づき、調査

職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。 

 



 

（疑義） 

第 14 条 受注者は、本特記仕様書に明記なき事項及び、業務実施に際して疑義が生じた場合は、

監督員と協議し、その指示に従い実施すること。 



 

 

中野四丁目新北口駅前地区令和５年度建物算定・補償説明等業務          別表 

 

【調査内容点検・調製業務】 

整理

番号 

敷地面積（㎡） 

建物情報 調査書等の点検・調製確認（※１） 

構造 用途 延床面積（㎡） 建物 附帯工作物 

①  ９，５８５．４９ SRC 造地下２階地上９階 庁舎 28,123.74 建物 1 棟 工作物 1 戸 

（※１）・・・用地調査点検等技術業務費積算基準（R2.3.11 付国土用第 64 号・R3.3.22 付国不用

第 59 号）の図面等内業を準用（なお、構造計算は行わない） 

 

【算定業務】 

整理

番号 

敷地面積（㎡） 

建物情報 建物等の算定 

構造 用途 延床面積（㎡） 建物 附帯工作物 

①  ９，５８５．４９ SRC 造地下２階地上９階 庁舎 28,123.74 建物 1 棟 ― 

②  2,502.90 SRC 造地下２階地上３階 庁舎 約 4,000 （建物 1 棟）※２ 工作物 1 戸 

（※２）・・・業務費の積算上、①の全体補償額１回で積算 

 

【消費税・補償説明等】 

整理番号 敷地面積（㎡） 

建物情報 消費税 補償説明資料の作成・補償説明 

構造 用途 延床面積（㎡） 

２権利者 

 補償説明内容 

③  2,502.90 SRC造地下２階地上３階 庁舎 約 4,000 ２権利者 建物移転に係るもの。 

 

 

 

 

 

 

（イメージ図）３階建の建物と９階建の建物が一体の建物で、３階建建物のみを補償する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【建物全体面積 28,123.74㎡】 

（うち、３階建部分面

積約 4,000 ㎡） 

3 階建 

（うち、３階建建物部分

敷地面積 2,502.90 ㎡） 

【全体敷地面積 9,585.49 ㎡】 

９階建 



 

中野四丁目新北口駅前地区令和５年度建物算定・補償説明等業務 

特記仕様書・別紙 

 

補償説明業務については、建物等の移転等に係る権利者への補償内容等の説明及び当該

内容等について権利者の理解を得て機構との補償契約締結の意思を確認することを目的と

する業務であり、また、算定前の点検・調製検証を実施することで、当事業の円滑な推進、

業務の適正な執行に資することを目的とし、以下の点に留意のうえ業務を履行すること。 

 

〔補償説明業務〕 

１ 対応計画及び補償説明資料の様式について 

特記仕様書第 4 条に規定する成果品のうち対応計画及び補償説明資料は別途交付する様

式で作成するものとする。 

 

２ 補償説明について 

(1) 権利者への補償説明においては、監督員が提示する移転に係る計画、補償基準、補償

金調書等に基づき、以下の事項について権利者に説明し、理解を得るものとする。 

①補償方針の説明 

土地区画整理事業における移転等補償の概要を説明する。 

②移転方法等の説明 

補償対象物件の移転方法、工法を説明し、理解を得る。 

③補償項目等の説明 

補償対象物件に係る補償項目及び補償内容について説明する。 

④補償金の提示 

権利者に対し、補償金を提示し、補償項目ごとの補償金の算定方法を説明し、理解が

得られるように努める。 

⑤撤去期限等の説明 

補償対象物件の撤去範囲、撤去期限について説明し、理解を得る。 

⑥補償金に係る税制の説明 

機構が提示する本事業に係る税務当局との事前協議概要等に基づき、補償金に対する

税法上の取り扱いについて説明する。 

⑦補償金の支払方法等の説明 

物件移転契約に係る補償金及び土地使用料等の支払方法並びに請求受領に関する書類

等について説明し、理解を得る。 
 

(2) 上記の説明を実施した結果、説明した事項の内容等について権利者の理解が得られな

いと判断した場合は、速やかにその理由を監督員に報告し、確認を得るものとし、今後

の取扱いについて監督員からの通知を受けるものとする。 

 

３ 契約書等作成等について 

上記２の補償説明の結果、補償内容等について権利者の理解が得られるものと判断した

ときは、権利者に当該内容等で機構と補償契約を締結する意思の有無を確認し、機構と補

償契約を締結する旨の意思が確認できた権利者については、監督員が指定する様式により

速やかに契約書及び請求書等の契約関係書類の案を作成し、監督員へ提出し、監督員の確

認を得るものとする。 

 

 

 

 



 

〔算定前の点検・調製検証業務〕 

１ 調査書等の点検・調製確認について 

 （１）項目について 

 

業   務 区分 点 検 内 容 等 

建物 調査 1) 調査方法及び図面等成果物の適格性 

2) 補償額積算のための数量計算書等の作成方法 

工作物等 調査 1) 工作物、立竹木等の調査方法及び図面等成果物の適格性 

2) 設備の配置、規格、構造、用途及び生産工程など、総合的な

把握ができているか 

3)  移転工法との関連に係る設備の移転工程等 

4)  工作物、立竹木等の数量の計算方法 

（２）業務方法 

① 調査書等の点検・調製確認は、点検しようとする調査書等について、この仕様書、

独立行政法人都市再生機構の事業の実施に伴う損失補償の基準を定める規程（平成

16年規程第113号）、 独立行政法人都市再生機構の事業の実施に伴う損失補償基準

細則（平成16年達第100号）、関東地区用地対策連絡協議会の制定する「損失補償算

定標準書」等に定める算定要領、歩掛、単価表、その他監督員の指示する資料に適

合しているか点検し、不整合等がある場合にはその旨を指摘し、指摘したものが適

正に調製されているかを確認するものとする。 

② 受注者は、発注者が別途指示する調査書等ごとに①の点検を行い、点検が完了した

ときは、速やかに点検報告書（様式第９号）により調査書等ごとに点検結果を、不

整合等がある場合にあっては不整合等の箇所を明らかにした調査書等を添付して、

監督員に報告するものとする。 

③ 受注者は、報告した不整合等の修補の結果、適正に調製されているかを確認し、さ

らに不整合等がある場合には、②に定めるところにより監督員に報告するものとす

る。 

④ 受注者は、調製確認が完了したときは、点検・調製確認完了報告書（様式第10号）

を作成し、調査書等に点検項目の箇所を明らかにして、監督員に提出するものとす

る。 

⑤ 調査書等の点検・調製確認の対象となる物件の件数及び対象権利者数等の概数は別

紙１「数量表」に基づくものとする。 

⑥ その他、指示の明記のないものはその都度監督員の指示等による。 

 

２ 成果物 

 特記仕様書 第４条（１）、（２）、（５） 

 

３ 特記事項 

（１） 本業務の履行に当たっては、監督員と十分な協議を行い、その指示に従うものとす

る。受注者の業務の実施状況に問題が生じる虞があると当機構が判断した場合には、

当機構から説明を求めることができるものとし、当機構が適切でないと判断すると

きは、当機構から改善を求めることができるものとする。 

（２） 受注者が、発注者との間に締結した業務請負契約に定めるもののほか、仕様書に基

づいて発注者に提出する書類の標準様式及び提出部数は、別紙２の提出書類一覧表

によるものとする。 

（３） 受注者は、原則として、公募手続きにおいて登録した予定現場代理人を、業務請負

契約に規定する現場代理人として定め、業務請負契約締結の日から 14 日以内に、現

場代理人届（様式第１号）により発注者に通知するものとする。 



 

また、現場代理人を変更しようとするときは、当該現場代理人と同等の資格要件及

び業務実績を有する者の中から定め、現場代理人変更届（様式第２号）により発注

者に通知するものとする。 

（４） 受注者は、業務請負契約締結の日から 14 日以内に、業務従事者届（様式第３号）

を作成し、発注者に提出するものとし、業務従事者を変更しようとするときは、あ

らかじめ、業務従事者変更届（様式第４号）を作成し、発注者に提出するものとす

る。 

（５） 業務請負契約に規定する「主体的部分」とは、総合的企画、業務遂行管理、調査書

等の点検・調製業務をいい、受注者はこれを一括して第三者に委任し、又は請け負

わせることはできない。 

（６） 受注者は、発注者から貸与品を借用するときは、遅滞なく、貸与品借用書（様式第

５号）を発注者に提出するものとし、業務完了後、遅滞なく、貸与品を、貸与品返

還書（様式第６号）を添付して発注者に返還するものとする。 

（７） 受注者は、成果物を提出するに当たっては、業務請負契約に規定する完了届のほか

納品書（様式第７号）を添付するものとする。 

（８） 受注者は、業務の実施期間中であっても、監督員が成果物の一部の提出を求めたと

きは、これに応ずるものとする。 

（９） 受注者は、業務を遂行するに当たって問題点及び疑義等が生じた場合には、現場代

理人と監督員で協議を行い、業務の実施が適正かつ円滑に行われるための指示を受

けるものとし、監督員の指示は、指示書（別記１）により行うものとする。 

受注者は、業務を遂行するに当たって監督員と協議を行った場合は、その都度、

協議の内容等を業務打合せ記録簿（様式第８号）に記録の上、現場代理人から監督

員に速やかに報告し、確認を受けるものとする。 

（10） 受注者は、業務上知り得た事項は、一切外部に漏らしてはいけない。ただし、書

面により発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 

補償業務で取り扱う情報は、アクセス制限及びパスワード管理等により適切に管

理するとともに、補償業務のみに使用し、他の目的に使用してはならない。また発

注者の許可なく複製・転送等をしてはならない。 

（11） 本業務を履行するに当たっては、個人情報等の保護に関する特約条項を締結する

ものとする。 

(12)  成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成

12 年法律第 100 号）」（以下「グリーン購入法」という。）第６条第２項第２号に規定

する「特定調達物品」を使用するものとする。なお、グリーン購入法に基づく基本方

針（平成 21 年２月版）の「判断の基準」を満たすものとする。 

(13)   暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

ⅰ)業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」

という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった

時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

ⅱ）ⅰ）により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、

速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。 

ⅲ）暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が

生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 

(14)  関係権利者等第三者との打合せについては、相手方、内容等について監督員の確

認を得ずに行ってはならない。 

（15） 受注者は、契約時又は変更時において請負代金の額が 100 万円以上の業務につい

て、業務実績情報サービス（以下「テクリス」という。）に基づき、契約・変更・完

了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリス

から監督員にメール送信し、監督員の確認を受けた上で、契約時は契約締結後 10 日



 

（土曜日、日曜日、祝日等（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）

第１条に規定する行政機関の休日（以下「休日等」という。））を除く。）以内に、登

録内容の変更時は変更があった日から 10 日（休日等を除く。）以内に、業務完了時は

業務完了後 10 日（休日等を除く。）以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しな

ければならない。 

登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に監督員にメール送信される。

なお、変更時と完了時の間が、10 日間（休日等を除く。）に満たない場合は、変更

時の登録申請を省略できるものとする。 

受注者は本業務の完了後において訂正又は削除する場合においても同様に、テク

リスから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に

登録申請しなければならない。 

（16）  請負金額が 200 万円を超える場合は業務成績評定対象業務となり、業務完了後業

務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の

評価項目として使用することがある。 

 

 

以 上 

 

 

 

 



【機密性2】

別紙１ 数量表
【調査内容点検・調整業務】

構造 用途 延床面積（㎡） 建物 附帯工作物

①        9,585.49 SRC造地下２階地上９階 庁舎 28,123.74 建物1棟 工作物1戸

【算定業務】

構造 用途 延床面積（㎡） 建物 附帯工作物

①        9,585.49 SRC造地下２階地上９階 庁舎 28,123.74 建物1棟 ―

②        2,502.90 SRC造地下２階地上３階 庁舎 約4,000 （建物1棟）※２ 工作物1戸

（※２）・・・業務費の積算上、①の全体補償額１回で積算

【消費税・補償説明等】

消費税

構造 用途 延床面積（㎡） 補償説明内容

②        2,502.90 SRC造地下２階地上３階 庁舎 約4,000
建物移転に係
るもの。

整理番号 敷地面積（㎡）
建物情報 補償説明資料の作成・補償説明

２権利者 ２権利者

整理番号 敷地面積（㎡）
建物情報 建物等の算定

整理番号 敷地面積（㎡）
建物情報 調査書等の点検・調整確認（※１）

（※１）・・・用地調査点検等技術業務費積算基準（R2.3.11付国土用第64号・R3.3.22付国不用第59号）の図面等内業を準用（なお、
構造計算は行わない）



別紙２ 
提 出 書 類 一 覧 表 

名 称 様式番号 部数 提 出 期

限 備考 

現 場 代 理 人 届 第１号 ２ 
契約締結の日か

ら 14 日以内  

現場代理人変更届 第２号 ２ 変更後速やかに  

業 務 従 事 者 届 第３号 １ 
契約締結の日か

ら 14 日以内  

業務従事者変更届 第４号 １ 変更後速やかに  

貸 与 品 借 用 書 第５号 １ 借用後遅滞なく  

貸 与 品 返 還 書 第６号 １ 業務完了後、遅滞

なく  

納 品 書 第７号 ３ 成果物の提出時  

業務打合せ記録簿 第８号 ２ 協議後速やかに  

 

 

 

成果物様式集 一覧表 

名 称 様式番号 備考 

点 検 報 告 書 第９号  

点検・調製確認完了

報 告 書 第 10 号  



様式１号 

現場代理人届 

 
令和  年  月  日 

 
独立行政法人都市再生機構○○本部等 
本部長等  ○○ ○○  殿 

受注者 住 所 
氏 名          印 ※１ 

 
業 務 名                                 
 
上記の業務について、下記のとおり定めたので業務請負契約第 条 項の規定に基づき、

届けます。 
 

記 
 

１ 氏 名                 （   年  月  日 生） 
 
２ 学 歴  
 
３ 補償実務年数   
 
４ 職 歴  
 
５ 取 得 資 格  
 
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                

担 当 者（会社名・部署名・氏名）：                
※２ 連絡先（電話番号）１ ：                     

連絡先（電話番号）２ ：                     
 
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 

押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 

※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 

個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、１回線の記載も可。 
用紙のサイズは、日本産業規格Ａ－４版縦又は横とする。



様式第２号 

現場代理人変更届 

 
令和  年  月  日 

 
独立行政法人都市再生機構○○本部等 
本部長等  ○○ ○○  殿 

受注者 住 所 
                                               氏 名         印 ※１ 
 
業 務 名                                 
 
上記の業務について、現場代理人    を令和  年  月  日から下記のとおり

変更したいので、変更届を提出します。 
 

記 
 
１ 氏 名                 （   年  月  日 生） 
 
２ 学 歴  
 
３ 補償実務年数   
 
４ 職 歴  
 
５ 取 得 資 格  
 
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                

担 当 者（会社名・部署名・氏名）：                
※２ 連絡先（電話番号）１ ：                     

連絡先（電話番号）２ ：                     
 
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 

押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 

※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 

個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、１回線の記載も可。 
用紙のサイズは、日本産業規格Ａ－４版縦又は横とする。 



 
 
 
 
様式第３号 

業務従事者届 

 
業 務 名                                 
 

令和  年  月  日 
 
独立行政法人都市再生機構○○本部等 
本部長等  ○○ ○○  殿 

 
受注者 住 所 

氏 名       印 ※１ 
 
 

氏 名 生 年 月 日 主な職歴 
又は資格 

補償実務 
経験年数 

被補償者との利害関

係の有無及び内容 

     

     

     

     

     

 
上記のとおり提出します。 
 
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                

担 当 者（会社名・部署名・氏名）：                
※２ 連絡先（電話番号）１ ：                     

連絡先（電話番号）２ ：                     
 
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 

押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 

※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 

個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、１回線の記載も可。 

用紙のサイズは、日本産業規格Ａ－４版縦又は横とする。



 
 

様式第４号 

業務従事者変更届 

 
業 務 名                                 
 

令和  年  月  日 
 
独立行政法人都市再生機構○○本部等 
本部長等  ○○ ○○  殿 

 
受注者 住 所 

氏 名       印 ※１ 
 
 

氏名 生 年 月 日 主な職歴又

は資格 
補償実務 
経験年数 

被補償者との利害関

係の有無及び内容 

     

     

     

     

     

 
上記のとおり変更しましたので提出します。 
 
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                

担 当 者（会社名・部署名・氏名）：                
※２ 連絡先（電話番号）１ ：                     

連絡先（電話番号）２ ：                     
 
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 

押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 

※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 

個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、１回線の記載も可。 

用紙のサイズは、日本産業規格Ａ－４版縦又は横とする。 



 
 

様式第５号 

貸与品借用書 

 
 
業 務 名                                 
 
 

貸与品名 単位 数量 備考 

    

    

    

    

    

    

    

 
上記のとおり、借用しました。 

令和  年  月  日 
 

借用場所 
 

借用者名  
 
独立行政法人都市再生機構○○本部等 
 
本部長等  ○○ ○○  殿 

 
 

受注者 住 所 
 

氏 名            
 
用紙のサイズは、日本産業規格Ａ－４版縦又は横とする。 



 
 

様式第６号 

貸与品返還書 

 
 
業 務 名                                 
 
 

支 給 品 名 単 位 受 領 
数 量 備 考 

    

    

    

    

    

    

    

 
上記のとおり貸与品を返還します。 
 

令和  年  月  日 
 
 
 
 
独立行政法人都市再生機構○○本部等 
 
本部長等  ○○ ○○  殿 

 
 

受注者 住 所 
 

氏 名            
 
用紙のサイズは、日本産業規格Ａ－４版縦又は横とする。 



 

様式第７号 

納品書 

 
業 務 名                                 
 

上記業務に係る下記の目的物を納品します。 
 

記 
 
１ 成 果 物 
 
 

 
 
 

令和  年  月  日 
 
独立行政法人都市再生機構○○本部等 
本部長等  ○○ ○○  殿 

 
受注者 住 所                           

      氏 名            印 ※１ 
 
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                

担 当 者（会社名・部署名・氏名）：                
※２ 連絡先（電話番号）１ ：                     

連絡先（電話番号）２ ：                     
 
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 

押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 

※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 

個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、１回線の記載も可。 
 

用紙のサイズは、日本産業規格Ａ－４版縦又は横とする。



 
様式第８号 

 

業務打合せ記録簿 

業 務 名 
 

打合せ年月日 令和  年  月  日 受注者名  

出  席  者 
 

 
〔内 容〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 総括監督員 主任監督員 監督員 
 現場代理

人 
作成者 

      

※現場代理人、作成者は確認の証として記名又は押印すること。 
用紙のサイズは、日本産業規格Ａ－４版縦又は横とする。 
 



 
様式第９号 
 

点 検 報 告 書 
 

報 告 年 月 日 年  月  日（ ） 

業 務 の 名 称  

主任監督員 監 督 員 主任担当者 担当技術者   

      

点検した業務の名称  

点検した調査書等  

調査書等の点検項目、内容及びその結果 
 
・権利者Ａについて点検等を実施した。 

詳細は、別紙 所見明細書に記載。 

添付書類等 確認 

・所見明細書  

・補償関連決裁に係るチェックシートⅠ・Ⅱ（案）  

  
 注１：不整合等の箇所を明らかにした該当箇所の調査書等を添付すること。 
 注２：不整合等の箇所がない場合はその旨を記載すること。 
 注３：用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦型とする。 

点検が終わった権利者ごとの

表紙的に添付。詳細は別紙、

「所見明細書」 



 
様式第１０号  
 
 

                                                                年  月  日   
 
                 殿 
 
                                            受注者 住 所 
                                                    氏 名 
                                                    主任担当者 
 

 
 

点検・調製確認完了報告書 
 
 
 
  下記のとおり調査書等の点検・調製確認が完了したので、○○○地区〇〇〇事業に係る損

失補償金算定等に関する点検・調製確認業務仕様書５（２）④に基づき、別添調査書等を添

えて報告します。 
 

記 
 

業 務 の 名 称  

点検した業務の名称  

点検した調査書等  

備 考  

 
注１：調査書等に点検項目の箇所を明らかにすること 
注２：用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦型とする。 

 
 
 

点検が完了した都度提出。 

※調査書ごと→権利者ごと 



項目内容

項　目
所　　　　　見 日付 回　答　・　処　理　方　法 日付

詳細内容

整理番号 被補償者

≪別紙 所見明細書≫

地区名 業務名



※

ロ

⑤

③

④

①

②

成果品
確認箇所
※付箋番号等

補償関連決裁に係るチェックシート（案）

補償関連決裁に係るチェックシート（案）の作成
※１職員がチェック事項の確認をするに際し、調査書（成果品）等の該当する箇所を付箋等で分かるように
する。
※２該当のないチェック事項又は事項中の内容については、二重線等で見え消しすること。

c.現地写真

d.物件の証明等について

b.登記事項証明書、戸籍謄本、賃貸借契
約書

e.居住者調査票、建物所有者との協議録

①

物件所有者の氏名及び住所の照合・確認〔a.b〕

物件の所在、種類、数量・図面、設置年月日等の照合・確認〔a.b〕③

②

作成者名等

日付

チェック事項
※〔  〕内は当該事項のチェック資料

補償対象物件の確認に関する事項

対象物件の把握・確認（現地確認又は現地写真）〔a.c〕

作

成

者

課

長

チェック資料

確

認

者

作成者

特　記　事　項

課長 確認者

土地所有者の氏名の照合・確認〔b.d〕

※所有権以外の権利が配偶者居住権の場合

　イ　配偶者居住権の始期・存続期間の照合・確認〔b,e〕

　ロ　賃貸している場合：建物所有者による承諾の有無の確認〔e〕

補償関連決裁に係るチェックシートⅠ

〔 補償物件調書の決定及び提示の決裁時 〕

権 利 者 住 所

a.調査票、図面等

：

権 利 者 氏 名：

最終確認日
地 区 名：

※５ 補償物件調書を変更する場合は、変更理由を明記のうえ、再度決裁を行うこと。

※４ チェック資料のうち、登記事項証明書、戸籍謄本、現地写真等は、直近の資料によりチェックすること。

補償物件調書の決定及び提示の決裁文書に添付すること。※１

※３ 該当のないチェック事項又は事項中の内容については、二重線等で見え消しすること。

※２ 必ず作成者 → 確認者 → 課長の順にチェックすること。

（有りの場合は、権利の種類、氏名及び住所の照合・確認）

（物件所有者と異なる場合、物件の所有権区分がわかる書類の添付の確認）

物件に関する所有権以外の権利を有するものの有無〔a.b〕④

⑤

様式第１号－Ⅰ（一般補償：市街地再開発事業等）



（２）算定単価に関する
　　事項

（３）消費税相当額補償
に
　　関する事項

①

②

③

補償関連決裁に係るチェックシート（案）

成果品
確認箇所
※付箋番号等

（1）都市再生事業における損失補償等業務共通処理要領
　　　第８条に係る個別補償方針の検討等

　都市再生事業における補償等業務共通処理要領第８条に掲げる協議事項に
ついて、補償支援担当課又は技術監理担当課と協議済みか

権 利 者 氏 名：

補償関連決裁に係るチェックシートⅡ

〔 補償金の決定の決裁時　〕（ 確定　・　概算 ）

課長 確認者
作成者名等

地 区 名： 日付

1 共通事項

（1）イ、ロは、
機構事業担当課に
て確認

作成者
最終確認日

権 利 者 住 所：

c.関連移転範囲図

その他技術的な検討が必要な場合〔a.b.c〕

採用単価（年度）が最新損失補償算定標準書等と異なる場合、その理由
の確認〔a.b〕

a.補償金算定書

b.消費税相当額補償の要否判定フロー

採用単価（年度）の確認〔b〕

消費税等相当額の補償の要否の確認〔a.b〕 （ 要 ・ 否 ）

0

0

0

特　記　事　項

チェック事項
※〔  〕内は当該事項のチェック資料

作

成

者

確

認

者

課

長

チェック資料

１　共通事項

（2）算定単価に関する事項

①

a.議事録

b.建物の移転工法判定フロー

イ 補償金額が三千万円以上と見込まれるの場合〔a.b.c〕

算定（再算定）日の確認〔b〕

③

（補償支援担当課との協議の確認）

（3）消費税等相当額補償に関する事項

②

ロ

（補償支援担当課、技術監理担当課との協議の確認）

a.損失補償算定標準書

b.補償金算定書

補償関連決裁に係るチェックシート（案）の作成について
※１　職員がチェック事項の確認をするに際し、調査書（成果品）等の該当する箇所を付箋等で分かるよう
にする。
※２　該当のないチェック事項又は事項中の内容については、二重線等で見え消しすること。

様式第１号－Ⅱ（一般補償：市街地再開発事業等）



ロ

⑨

イ

ロ

⑦

イ

ロ

⑧

イ

⑥

イ

ロ

ハ

2 建物補償

（１）建物移転料に関す
る
　　事項

①

④

イ

ロ

ハ

⑤

イ

ロ

②

③

成果品
確認箇所
※付箋番号等

※市街地再開発事業において建物の「移転」は、都再法第71条第１項に規
定される「建築物を他に移転すべき旨の申し出」があった場合や同法第7
条の11第2項等に規定される「個別利用区」を定める場合など非常に限定
される。本項のチェックは左記に該当する場合のみ必要となる。

③ 建物の等級認定の妥当性の確認〔a.b.d.e〕

イ 「照応建物」の考え方を採用しているかの確認

ロ

イ

※所有権以外の権利が配偶者居住権の場合

配偶者居住権者・建物所有者への補償額の確認〔b. g.ｊ.ｋ.ｌ〕

イ 建物の現在価額：現価率の確認

全ての杭の種類、形状、寸法、数量等の照合・確認

ハ 配偶者居住権者への補償額と建物所有者への補償額の確認

⑥ 所有権以外の権利の有無〔b.c.f〕 （ 有 ・ 無 ）

ロ

④

ロ 推 定 再 建 築 費 ：諸経費率の確認（１発注単位の確認）

ハ 再 築 補 償 額 ：再築補償率等の確認

（関連移転範囲図等が添付されているかの確認）

⑤

② 建物所有者、建築年月日、構造、用途、床面積等の照合・確認

① 対象物件と写真との照合・確認〔b.c.e〕

（１）建物移転料に関する事項

チェック事項
※〔  〕内は当該事項のチェック資料

チェック資料

２　建物補償

作

成

者

確

認

者

課

長

〔b.c.d.f.g〕

イ

（建物の構造・用途と、整合しているかの確認）

移転料算定の検算等〔a.d〕

：地区別補正率、共通仮設費の確認純 工 事 費

⑦ 杭工事費の算定〔b.c.d〕

照応建物の考え方〔d〕

関連移転が有る場合は、認定理由の確認

（再築・曳家・その他）（直接・中断）

⑨

ロ 複数の種類、形状、寸法がある場合、区別して算定しているかの確認

⑧ 非木造建物の場合の型枠工事の算定〔b.c.d〕

イ 全ての型枠の種類、形状、寸法、数量等の照合・確認

ロ 普通型枠、特殊型枠（打放し型枠、曲面型枠）の区分は適切かの確認

採用している場合、照応建物の妥当性の確認

a.損失補償算定標準書

b.調査表、数量計算書、図面等

c.補償物件調書

d.建物補償金算定書

e.現地写真

f.登記事項証明書

g.建築確認申請資料、課税証明書、
ヒアリング記録等

h.建物の移転工法判定フロー

i.関連移転範囲図

j.完全生命表（厚生労働省）

k.権利配分届

l.配偶者居住権の目的となっている建物
に係る補償額算定書

（耐用年数・経過年数・木造建物の現価率（除却工法）等の確認）

移転工法・方法の確認〔d.h.i〕

イ

ロ 権利配分割合：配偶者居住権配分割合・存続年数の確認



⑤

（３）動産移転に関する
　　事項

①

②

③

ロ

ハ

ニ

（４）移転雑費に関する
　　事項

①

④

ニ

②

③

④

イ

②

③

成果品
確認箇所
※付箋番号等

①

（２）工作物移転料に関
す
　　る事項

イ

ロ

ハ

（建物登記に要する費用の補償においては、従前建物について表示登
記・保存登記等がされているかの確認）

①

チェック事項
※〔  〕内は当該事項のチェック資料

チェック資料

①

② 法令上の手続に要する費用〔a.b.c〕

（自己選定の場合、判断理由の確認）

③

照合・確認〔a.b.c.d.e〕

移転先選定に要する費用〔a.b〕

③ （ 要 ・ 否 ）

②

イ

② 物件所有者の確認〔b.c.d〕

作

成

者

損失補償算定標準書の各調査算定要領等の該当区分の確認〔a.b.e〕

ハ 「建物と施工一体性（移設困難性）があるか」、

「建物と同一所有者か」、「自家用/業務用か」の確認〔b.c.e〕

ロ 純 工 事 費

設計及び工事監理等に要する費用〔a.b.c〕

（業務量算定が適切になされているか、同一敷地に複数棟の建築物が存
する場合の取扱いの確認）

（３）動産移転料に関する事項

① 住居面積、家族人員、動産の品名、種類、形状寸法、数量等の

：地区別補正率の確認

（２）工作物移転料に関する事項

の確認（関連移転範囲図が添付されているか）〔d.e.h〕

存置整備の場合、移転対象とする工作物の範囲（移転義務の有無）⑤

④

③

ロ

課

長

確

認

者

移 転 工 法 ：復元（移設）/再築の妥当性の確認

存置整備の場合、移転対象とする一般動産の範囲（移転義務の有無）

の確認（関連移転範囲図等が添付されているかの確認）〔e.f〕

移転料の補正の要否の確認〔a.e〕

④

対象物件と写真との照合・確認〔b.c.e〕

（４）移転雑費に関する事項

a.損失補償算定標準書

b.調査表、図面等

二 再 築 補 償 額 ：再築補償率等の確認（耐用年数・経過年数の確認）

（耐用年数について、標準的耐用年数によらない場合は、専門家の
意見書が添付されているかの確認）

移転料算定の検算等〔a.d.f〕

物件所有者、種類、形状、寸法、数量等の照合・確認〔b.c.d.f〕

ニ 上記イ～ハを総合的に勘案し、区分を判断したかの確認〔d〕

ハ 復 元 / 再 築 工 事 費 ：諸経費率の確認

c.補償物件調書

d.工作物補償額算定書

e.現地写真

f.固定資産課税台帳、工作物設置工事の
請負契約書、ヒアリング記録

g.関連移転範囲図

（移転方法等によって補正を要する場合あり）

a.損失補償算定標準書

b.居住者調査表

c.動産調査表、図面、現地写真等

d.補償物件調書

e.動産移転料算定書

f.関連移転範囲図

区分「附帯工作物」、「機械設備」、「生産設備」、「庭園」、「墳
墓」の確認

イ 「建物・建物設備」、「動産」が含まれていないかの確認〔a.b.e〕

a.損失補償算定標準書

b.移転雑費算定書

c.登記事項証明書



ロ

（６）仮住居費に関する
　　事項

ハ

②

（５）立竹木移転料に関
す
　る事項

① 損失補償算定標準書各算定要領の該当区分の確認〔a.b.e〕

の確認（関連移転範囲図が添付されているかの確認）〔e.f〕

③

④

ロ 地区別補正率の確認〔e〕

立竹木所有者、樹種名、寸法、数量等の照合・確認〔b.c.e〕

課

長

ハ 補償期間の確認（補償期間がわかるものが添付されているかの確認）〔c〕

二 現在家賃の確認（借家人補償の対象とならない借家人がいる場合）〔c.f〕

② 仮倉庫補償額の算定の検算等

移転料の算定の検算等

イ 管理状況、移植・伐採の別の妥当性等の確認〔a.e.f〕

イ 標準家賃・権利金等の一時金相当額の確認〔c.e〕

存置整備の場合、移転対象とする立竹木の範囲（移転義務の有無）

チェック事項
※〔  〕内は当該事項のチェック資料

作

成

者

確

認

者

仮住居所要面積の確認〔a.b.c〕

イ 標準保管料・権利金等の一時金相当額の確認〔c.e〕

ハ 補償期間の確認（補償期間がわかるものが添付されているかの確認）〔c〕

ロ 補償面積の確認〔a.c.d〕

（６）仮住居費に関する事項

① 仮住居費の算定の検算等

ロ

⑤

（５）立竹木移転料に関する事項

② 対象物件と写真との照合・確認〔b.c.d〕

a.損失補償算定標準書

b.立竹木調査表、図面等

c.補償物件調書

d.現地写真

e.立竹木算定書、立竹木補償単価認定書

チェック資料

a.損失補償算定標準書

b.居住者調査表

c.仮住居費算定書

d.動産調査表、動産移転料算定書

e.標準家賃等認定に係る決裁文書

f.賃貸借契約書

成果品
確認箇所
※付箋番号等

①

③

④f.関連移転範囲図

⑤

イ

ロ

①

イ

ロ

ハ

ニ

②

イ



営業休止補償に関する事項

イ

売上減少率の適用区分は妥当かの確認

4　墳墓補償

③

（１）家賃減収補償に関する事項

現在家賃の確認

（ 要 ・ 否 ）補正の要否の確認（補償面積・補償期間）

①

ハ

②

① 補償額の算定の検算等〔a.b.c〕

補償額の算定の検算等〔a.b.c.e.g〕

（２）借家人に対する補償に関する事項

イ

固定的経費の補償の妥当性の確認〔a.b〕

休業（人件費）の補償の妥当性の確認〔a.b〕

得意先喪失の補償の妥当性の確認〔a.b〕

ロ

墳墓補償に関する事項

④

⑤

⑥ 移転広告費の妥当性の確認〔a.b〕

改葬の補償額の妥当性の確認〔a.b.c〕①

限界利益率の判定は妥当かの確認

祭し料の妥当性の確認〔a.b.c〕②

ロ

ハ

現在家賃の確認（補償契約締結前の１年間における月平均家賃収入の確認）

（費用分解基準一覧表による固定費と変動費の判定の確認）

5　その他の補償

① 休業期間の認定の妥当性の確認〔a.b〕

収益減の補償の妥当性の確認〔a.b〕

3　営業補償

②

（移転先と移転工法・方法に基づく工程表と整合しているかの確認）

チェック事項
※〔  〕内は当該事項のチェック資料

作

成

者

確

認

者

課

長

a.損失補償算定標準書

a.損失補償算定標準書

b.墳墓等調査表

c.墳墓等補償金算定書

チェック資料

家賃減収補償期間の確認（補償期間がわかるものが添付されているかの確認）

家賃欠収補償期間の確認（補償期間がわかるものが添付されているかの確認）

居住の有無の確認〔b.d.e.f〕

二

イ

ロ

標準家賃・権利金等の一時金相当額の確認

補償面積の確認
f.現地写真

g.標準家賃等認定に係る決裁文書

d.住民票

e.建物賃貸借契約書

c.建物賃貸借契約書

a.損失補償算定標準書

b.居住者調査表

c.借家人補償金算定書

ｄ.配偶者居住権者が貸主の場合

　建物所有者の賃借承諾記録

　登記事項証明書、

b.家賃減収補償金算定書

a.営業調査総括表等

b.営業補償金額総括表等

成果品
確認箇所
※付箋番号等

①

イ

ロ

④

⑤

⑥

４　墳墓補償

①

（１）家賃減収補償に関
　　する事項

①

②

５　その他の補償

①

イ

３　営業補償

②

③

②

イ

ロ

ロ

ハ

（２）借家人に対する補
償
　　に関する事項

ハ

ニ



本チェックシートは、チェックシートⅢ-1又はⅢ-2と同時にチェックできる。

必ず作成者 → 確認者 → 課長の順にチェックすること。

該当のないチェック事項又は事項中の内容については、二重線等で見え消しすること。

チェック資料のうち、登記事項証明書、戸籍謄本、現地写真等は、直近の資料によりチェックすること。

課長のチェック欄に□が有るチェック事項については、課長は当該チェック事項について、総括的なチェック（作成者・確
認者のチェックの有無の確認）を行うこと。

補償金調書を変更する場合は、変更理由を明記のうえ、再度決裁を行うこと。

※２

②

③ 見積書の妥当性の確認（見積額に諸経費が含まれていないことの確認）

※１ 補償金の決定の決裁文書に添付すること。

チェック事項
※〔  〕内は当該事項のチェック資料

作

成

者

①

※３

※４

6　見積書採用に関する事項

※５

※６

※７

（補償金算定と見積書の時点の整合）

（規格、数量が見積条件に合うこと、諸経費が含まれていないことの確認）

④ 見積書の作成時点の確認

チェック資料

確

認

者

課

長

見積を徴収する理由の確認（理由書が添付されているか）

複数者から見積を徴収しているか

（１者見積の場合はその理由書が添付されているか）

６　見積書採用に関する
　事項

③

④

②

成果品
確認箇所
※付箋番号等

①



別添 
ウイークリースタンス 実施要領 

 

 

１ 目 的 

公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成十七年法律第十八号）第 22 条に基づく

「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発

注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを

目的とする。 

 

２ 取組内容 

（１）業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案

した上で、原則として以下の項目（１週間における仕事の進め方の相互ルール）について

受発注者間で設定する。 

①休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日としない。 

②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 

③休暇が取れるように休前日（金曜日等）は新たな依頼をしない。 

④昼休みや 17 時以降の打合せは行わない。 

⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 

⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する（web 会議の積極的な活用等）。 

（２）業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内

容を見直すことができる。  

（３）（１）によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員

から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。 

（４）緊急事態対応（災害対応等）については、取組みの対象外とする。 

 

３ 進め方 

（１）初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間につい

ては、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。 

（２）受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。 

（３）成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合

せ記録簿に整理する。 

 

以 上 


